
提

出

者

北

川

れ

ん

子

平
成
十
三
年
六
月
二
十
日
提
出

質

問

第

一

〇

五

号

外
国
人
登
録
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の
常
時
携
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義
務
等
に
関
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る
質
問
主
意
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外
国
人
登
録
証
の
常
時
携
帯
提
示
義
務
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

外
国
人
登
録
証
の
常
時
携
帯
義
務
は
、
国
連
規
約
人
権
委
員
会
（
以
下
、
「
規
約
人
権
委
員
会
」
）
に
お
い
て
「
市
民
的
及

び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
に
基
づ
き
締
約
国
よ
り
提
出
さ
れ
た
報
告
書
を
審
査
し
た
結
果
、
採
択
さ
れ
た
コ
メ
ン

ト
と
最
終
見
解
に
お
い
て
、
そ
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
九
九
三
年
の
第
三
回
日
本
政
府
報
告
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
は
、
「
Ｄ
、
主
要
な
懸
念
事
項
」
と
し
て
「
当
委
員
会
は
、
在

日
韓
国
・
朝
鮮
人
、
部
落
民
及
び
ア
イ
ヌ
少
数
民
族
の
よ
う
な
社
会
集
団
に
対
す
る
差
別
的
な
取
り
扱
い
が
日
本
に
存
続
し
て

い
る
こ
と
に
懸
念
を
表
明
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
永
住
的
外
国
人
で
あ
っ
て
も
、
証
明
書
を
常
時
携
帯
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
ま
た
刑
罰
の
適
用
対
象
と
さ
れ
、
同
様
の
こ
と
が
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
も
の
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
規
約

に
反
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
一
九
九
八
年
の
第
四
回
日
本
政
府
報
告
に
対
す
る
最
終
見
解
に
お
い

て
は
「
一
七
、
委
員
会
は
、
外
国
籍
の
永
住
者
に
対
し
、
外
国
人
登
録
証
明
書
を
常
時
携
帯
し
て
い
な
い
こ
と
を
犯
罪
と
し
、

刑
事
罰
を
科
す
る
外
国
人
登
録
法
は
、
規
約
第
二
六
条
と
合
致
し
な
い
と
し
た
、
日
本
の
第
三
回
定
期
報
告
書
審
議
後
の
最
終

見
解
で
記
し
た
意
見
を
再
び
述
べ
る
。
委
員
会
は
、
こ
の
よ
う
な
差
別
的
法
律
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
再
度
勧
告

す
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

一



外
国
人
登
録
証
の
常
時
携
帯
義
務
と
提
示
義
務
は
一
体
の
も
の
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
罰
則
が
過
料
に
な
っ
た
と
は
い

え
、
外
国
人
登
録
証
の
常
時
携
帯
義
務
制
度
は
存
続
し
、
罰
則
に
お
い
て
提
示
義
務
の
刑
事
罰
が
従
来
通
り
存
続
す
る
こ
と

で
、
規
約
人
権
委
員
会
が
一
九
九
八
年
の
最
終
見
解
で
指
摘
し
た
問
題
は
実
態
と
し
て
な
ん
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
え
よ

う
。近

年
に
お
い
て
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
三
条
第
一
項
、
第
二
項
違
反
（
旅
券
等
の
常
時
携
帯
呈
示
義
務
）

に
よ
る
摘
発
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
外
国
人
登
録
法
第
一
三
条
第
一
項
、
第
二
項
の
外
国
人
登
録
証
の

常
時
携
帯
提
示
義
務
の
ほ
か
、
同
法
と
深
く
関
係
す
る
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
三
条
第
一
項
、
第
二
項
の
旅
券
等

の
常
時
携
帯
呈
示
義
務
に
つ
い
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

一
九
八
〇
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
年
ご
と
の
外
国
人
登
録
法
第
一
三
条
第
一
項
、
第
二
項
違
反
に
よ
る
検
挙
お
よ
び
立

件
数
を
特
別
永
住
者
、
一
般
永
住
者
、
国
籍
別
に
明
ら
か
に
せ
よ
。

二

一
九
八
〇
年
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
年
ご
と
の
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
三
条
第
一
項
、
第
二
項
違
反
に
よ
る

検
挙
お
よ
び
立
件
数
を
、
在
留
資
格
別
、
国
籍
別
に
明
ら
か
に
せ
よ
。

三

規
約
人
権
委
員
会
に
よ
っ
て
二
度
に
わ
た
り
廃
止
勧
告
を
受
け
る
な
ど
問
題
点
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
に
従
わ
ず
、

二



い
ま
も
っ
て
永
住
者
に
外
国
人
登
録
証
の
携
帯
を
義
務
づ
け
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
せ
よ
。

四

現
在
で
は
外
国
人
登
録
法
の
常
時
携
帯
制
度
を
適
用
す
る
に
あ
た
り
、
「
生
活
圏
」
に
お
い
て
は
携
帯
し
て
い
な
く
と
も

違
反
と
し
て
問
わ
な
い
と
す
る
運
用
の
緩
和
策
が
と
ら
れ
て
い
る
実
態
が
あ
る
。
「
生
活
圏
」
の
範
囲
に
つ
い
て
明
快
な
基

準
を
示
せ
。

五

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
二
三
条
第
一
項
、
第
二
項
の
旅
券
等
の
常
時
携
帯
呈
示
義
務
の
運
用
に
お
け
る
通
知
、

内
規
等
を
明
ら
か
に
せ
よ
。
ま
た
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
運
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
せ
よ
。

六

外
国
人
登
録
法
の
常
時
携
帯
義
務
に
抗
議
す
る
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
、
中
国
人
ら
は
、
外
国
人
登
録
証
を
政
府
宛
に
「
返

上
」
し
て
い
る
。
外
国
人
登
録
法
に
お
け
る
外
国
人
登
録
証
の
常
時
携
帯
提
示
義
務
に
あ
え
て
違
反
す
る
こ
と
で
強
い
抗
議

の
意
思
を
表
明
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
数
は
漸
増
し
て
い
る
。
「
返
上
」
さ
れ
た
外
国
人
登
録
証
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う

な
取
り
扱
い
と
し
て
い
る
か
。
ま
た
そ
う
し
た
当
事
者
に
対
し
、
ど
の
よ
う
な
態
度
で
臨
む
か
。

右
質
問
す
る
。

三


